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○会長 

 

 

 

 

○４番委員 

 

 

皆さんこんにちは。本日はお忙しい中ご出席ありがとうございます。 

本日は２番委員、７番委員、８番委員から欠席の連絡があっております。 

ただ今から令和７年１２月の農業委員会定例総会を開会いたします。 

委員５名の出席で、定足数に達していますので、総会は成立します。 

本日の会議録署名委員は、１番藤堂委員、４番穴井委員にお願いいたします。 

報告第６号 農地法第５条申請書の取下げについて 

                 （通知） 

 それでは、報告第６号 農地法第５条申請書の取下げについて（通知）事務局から説

明をお願いします。 

はい。資料の 1ページ目をお願いいたします。 

【報告第６号 農地法第５条申請書の取下げについて（通知）について 

                            詳細に説明】                

１．申請者 譲渡人：○○○○○氏。譲受人：○○○○氏。 

２．土地の表示 （所在） 南小国町大字○○○○○○○○○○番地○。 

（面積）1,101㎡。（地目）田。（転用目的）○○○。 

３．理由 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用

できる見込みがないため。 

補足いたします。この案件につきまして先々月１０月の農業委員会の総会にて、意見

を付して県知事宛送付を行った案件となっております。ただこの申請内容を再度確認

した結果でございますが、○○○の○○○として違反転用をしている場所は、町所有の

水路及び里道、こちらの方を含めた上での転用ということが判明しました。 

１０月総会時点では申請者は町と水路・里道関係ですね、転用の意識がなくてというか

ですね判明が遅れてしまったことで、払い下げの手続き等も済んでおりません。実際の

ところがですね。で、今回の申請を取下げにするということになりました。 

そのため本議案の理由といたしまして、申請に係る農地と一体として申請に係る事業

の目的に供する土地を利用できる見込みがない、と言った理由による取下げとなって

おります。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それではただ今の農地法第５条の申請の取下げについて、皆さんからご質問等ござ

いましたらお願いします。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番穴井委員からお願いします。 

 はい。この事業の目的に供する土地を利用できる見込みがなくなったというのは、今

事務局長の方から説明がありましたが結局、町の土地を通らなくてはその農地と言い

ますか○○○は使えないということでの取下げでしょうか。 



 

○会長 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

○４番委員 

○会長 

○事務局 

 

 

 

○４番委員 

○会長 

 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとそこ辺を詳しくお願いいたします。 

 事務局から説明お願いします。 

 はい。事務局より説明します。 

 先ほど事務局長より説明があったとおり、○○○の上を水路と里道が通っています

ので、農地転用の許可ですね、転用したところの全ての関係機関の審議とか許可とかが

下りていないと最終的な転用の許可というのも熊本県が下ろせませんので、今回、町所

有の所と申請者さんとで払い下げ、若しくは上の使用許可、里道と水路ですね、使用許

可か払い下げの手続きがまだ１０月総会の時点では済んでいなかったので、これは不

許可というよりかは申請者さんの方からまだ調整が出来ていないため自分の方から取

下げをします、という案件になっております。 

 以上です。 

 （４番手をあげる） 

 ４番穴井委員お願いします。 

 ではその許可が下りれば、また○○○として使うということでございますか。 

 事務局から説明お願いします。 

 はい。そちらは申請者さんにも確認しまして町との使用許可、若しくは払い下げの手

続きが済みましたら、改めて農業委員会の総会にて同じ申請をされる予定でございま

す。 

 以上です。 

 分かりました。 

 他に皆さんからご質問はありませんでしょうか。 

 （ありません。の声あり） 

 はい。それでは質問はないということですので、以上のとおり報告を了承いただいた

ものとして処理をいたします。 

議案第２３号 農地法第３条（委員会） 

 続きまして、議案第２３号 農地法第３条（委員会）について事務局から説明をお願

いいたします。 

それでは 2ページをお願いいたします。 

【議案第２３号 農地法第３条（委員会）について詳細に説明】 

(申請番号)07-17（権利）所有権移転（所在）○○○○○○○○○－○。（登記地目・

現況地目）共に田。面積 643㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。

911㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。1,044㎡。○○○○○○

○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。146㎡。同じく○○○○－○。（登記地

目・現況地目）共に田。886㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。

1,246㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。1,080㎡。同じく○○

○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。979㎡。合計、田 8筆 6,935㎡です。（譲渡

人）熊本県阿蘇郡南小国町大字○○○○○○○番地。○○○○氏。(譲受人)大字○○○ 



 

 

 

 

 

 

 

○事務局 

 

 

○会長 

 

○５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

 

 

○６番委員 

 

○○○○番地○。○○○○氏。（申請事由）譲受人の規模拡大のためでございます。 

 この案件につきまして、農地法第３条第２項各号には該当しないと思われ許可要件

の全てを満たしていると思われます。 

 参考資料といたしまして、4ページ目に関係位置図。それから本日お配りしておりま

す３条現地確認写真の１ページ目から４ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 続きまして別にお配りしています農地法第３条関係許可審議票につきまして、野口

より説明いたします。 

 それでは当日配付資料をご覧ください。 

 【農地法第３条関係許可審議票について詳細に説明】 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは地元担当委員であります５番日野委員から説明をお願いします。 

 はい。譲渡人の○○○○さんでございますが、農作業をするには今身体が不自由であ

りまして、農地の維持管理が無理ということであります。現在はデイサービスに週何日

か通っているということでございます。それで農地の誰か買い手がいればということ

でありました。 

一方、譲受人の○○○○さんですが、○○○○さんは○○○○さんの息子でございま

す。そこは牛を 20 数頭飼っておりまして畜産・水稲・野菜を主にやっておりまして、

この○○○○さんは畜産と野菜を主にやられております。 

 今回の場所でございますが、この位置図でございますが、６と書いてありますその近

所に牛舎がありまして、牛舎の隣地でずっとありますので、○○○○さんもそこが良い

ということで話がまとまったようでございます。面積が約 7 反近くありまして、どう

いった計画で農地を利用するかを聞きましたところ、本日配りましたのでまいります

と、○○の○○○○－○。○○さんは朝市に野菜も出荷しておりまして、ここは朝市用

の野菜を出したところでございます。今年作付けを夏場しておりました。○○の○○○

○－○。ここはキュウリを作って、キュウリはキュウリ部会の方で出荷をされて、今後

もそういったことをするそうでございます。次のページの○○○○－○はこれは牛が

おりますので牧草を蒔くそうでございます。この写真はもう牧草が蒔いてあるようで

ございます。その下の○○○○－○。これも牧草ということでございます。 

次のページの○○○○－○は牧草でございます。○○○○－○、ここは朝市用の野菜を

作るということで説明を受けております。 

そういった説明を受けておりますので皆さんのご審議よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは皆さんからご質問等がありましたらお願いします。 

 （６番委員手をあげる） 

 ６番河津委員お願いします。 

 写真とですね関係位置図の番号が分からないので事務局のほうで何番がどこ、とい

うことで教えていただきたいのですが。 



○事務局 

 

 

 

 

 

○６番委員 

○会長 

 

 

○１番委員 

 

 

 

 

 

 

○会長 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 はい。では事務局のほうより説明させていただきます。 

 関係位置図、4ページをご覧いただきながら写真の方の番号をお伝えします。 

【位置図の番号と地番の説明】 

一応 2 ページの所在の所の番号と 4 ページの位置図の番号が紐付いているところで

ございます。 

 以上です。 

 はい。分かりました。 

 他に何か皆さんからございませんか。 

 （１番委員手をあげる） 

 １番藤堂委員からお願いします。 

 はい。議案の 2 ページの方ですけれども、申請者の申請事由のところが規模拡大の

ためとなっておりますけれども、経営面積のところはいずれもゼロゼロゼロとなって

おりまして、労力総数が二人となっておりますけど、これはどういう理由というか、当

日配付資料の中にも出てきているお父さん、○○○○さんのほうの名前でまだ牧草と

か水稲とか作られていて、この子供さん○○さんのほうの名義というか、○○さんが主

に作っているということではないので、ここはゼロになっているということですか。で

あれば、申請自体も○○○○さんの名前で出たほうが自然かなと思うんですけれども。 

 事務局から説明お願いします。 

 事務局より説明させていただきます。まず議案の 2 ページ目からご説明させていた

だきます。 

経営面積がゼロの理由ですね、こちらは○○○○さんの名義で申請をいただきまし

たので、○○さんの方で農業委員会で管理しています農地台帳で面積がどのくらいさ

れているかを調べた結果、お父さんであります○○○○さんとは経営を別にされてお

りまして、面積が○○さんは今回始めて農業委員会にかけられることになっておりま

した。そのため○○さん名義で農業委員会にかけた記録が今日までございませんでし

たので、所有地も借受地も経営面積は今のところはゼロになっております。 

ただ実際としましてはお父さんであります○○○○さんの農地を作られながら農業

をされているかと思いますが、農業委員会の制度上ですね経営を別にされているので

表記上は別の扱いでゼロとさせていただいているところです。 

そのためですね申請事由のほうなんですけれども今回、新規参入ではなく規模拡大の

理由につきましては審議票の方にもございますが、申請者は農業歴 18年と新規就農者

とも言えない方にはなっております。経営を別で農地はお持ちではありませんが○○

○○さんの所とですね、おそらく家のほうでは畜産と野菜を分けて別にされていると

いうお話も聞いておりましたので、新規就農ではなくこれまで農業をされていた上で

新たに規模を拡大されるという解釈が好ましいかと思いこの表現にさせていただきま

した。 

 以上です。 

 （１番委員手をあげる） 



 

○１番委員 

 

 

 

 

 

 

○会長 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

○１番委員 

○会長 

 

 

○○○推進 

委員 

○会長 

○事務局 

 

 

 

 

○会長 

○○○推進 

委員 

○会長 

 

 

 はい。１番委員からお願いします。 

 それであればですね、当日配付資料の中の耕作予定が野菜と牧草となってますけど 

も、先ほど日野委員の説明にもありましたけれども、畜産をやってらっしゃると。 

今、説明では経営を分けているということなんですけれども野菜が息子さん、畜産がお

父さんの○○○○さんということであれば、申請は○○さんで出ていますけど牧草を

植えるところもあるわけですよね、そのあたりがきちっと明確に分かれてないという

か、曖昧な部分があると思いますので経営が別になっているのであれば、申請も別々に

出してもらった方がいいんじゃないですかね。 

 事務局からお願いします。 

 事務局よりご説明させていただきます。 

 確かに先ほどの経営の別のお話も含めてですね別のほうがよろしいのではないか、

という意見も解るところではあるんですけれど、一応農業委員会の農地法３条の申請

上ですね経営が別だからといって必ず別に出しなさいとかそこまで細かく規定はされ

てはおりません。あくまで申請者さんがここの農地の内訳でここは野菜、ここは牧草と

書かれたらそちらの内容を尊重する形で標記はさせていただいているところです。 

一応私もこちらの内訳に関しては日野委員がおっしゃったとおり、どこの農地を野菜

どこの農地を牧草というところは事務局も確認はしておりますので、こちらは○○○

○さんのほうで考えられた計画で間違いはないかと思います。 

 以上です。 

 よろしいですか。 

 はい。わかりました。 

 他に何か皆さんからございませんか。 

 （○○推進委員手をあげる） 

 ○○委員からお願いします。 

 別経営ということは、則ち申告も別じゃないとおかしいんじゃないかと思うんです

けど、そこはどういうふうになっているんですか。 

 事務局から説明お願いします。 

 事務局より説明させていただきます。 

 少し議案とは逸れますが一応そこら辺も農林課内で確認はさせていただきまして、

税務課への申告も別、後は補助金関係も別のほうで申告とか申請とかしっかりされて

いるようです。そちらは確認しております。 

 以上です。 

 よろしいですか。 

 はい。 

 

 他にありませんでしょうか。皆さんから。 

 （ありません。の声あり） 

 よろしいですか。 



 

 

 

 

 

○事務局長 
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○会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１番委員 

 （はい。という声あり） 

それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。全員賛成ですので当委員会といたしまして許可をいたします。 

 続きまして申請番号 07-18の説明をお願いいたします。 

 はい。それでは総会資料 3ページをお願いいたします。 

（申請番号）07-18（権利）所有権移転（所在）○○○○○○○○○－○。（登記地目・

現況地目）共に田。面積 281㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。

196 ㎡。合計、田 2 筆 477 ㎡です。（譲渡人）熊本県阿蘇郡南小国町大字○○○○○○

番地○。○○○○氏。（借受人）大字○○○○○○番地。○○○○氏。（申請事由）譲渡

人の規模縮小及び譲受人の規模拡大のため、でございます。 

この案件につきましても、農地法第３条第２項各号には該当しないと思われ、許可要

件の全てを満たしていると思われます。 

参考資料といたしまして、5ページ目に関係位置図。それから本日お配りしました３

条現地確認写真の 5ページ目をご覧いただきたいと思います。 

続きまして別にお配りしております農地法第３条関係許可審議票につきまして、野

口より説明いたします。 

それでは当日配付資料の 2枚目をご覧ください。 

【農地法第３条関係許可審議票について詳細に説明】 

以上です。 

ありがとうございました。 

それではこの件につきましては私の担当ですから説明を申し上げます。 

11月 14日○○○○さんより農地の譲渡をしたいというご相談がありまして、隣近所

の○○○○さん、親父さんは○○○○さんですけども農地を譲りたいということでし

た。そういうことで、これはわずかな面積ですけれども、実を言うと昔、基盤整備をし

てこういう形になりましたけれども、以前はここに○○○○さんの土地が○○○○さ

んの土地に食い込んでいたということで、これがずっと何十年もそのままにしてあっ

たらしいです。そういうことで今回、そのまま無償で貸してあったんですけど、今にな

って土地を全部○○○○さんところに譲りたいということで、有償で解決したらしい

です。そういうことでその農地を有効利用で今後は規模拡大ということで、ジュニパー

ベリーとか書いてありますけど、○○○○さんの方がいろいろ検討しているというこ

とで問題ないかというふうに思います。 

どうぞ皆さん方のご審議をお願いいたします。 

以上です。 

何か質問等ございましたらお願いいたします。 

（１番委員手をあげる） 

１番藤堂委員お願いします。 

この現地確認の写真を見るとビニールハウスが建っているみたいなんですけど、こ 
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のビニールハウスも含めて売却というか○○○○さんの方がこれも使われるというこ

となんですか。それとも撤去して更地ですか。 

事務局からお願いします。 

事務局よりお答えします。 

今河津会長からご説明があったとおり、こちらは基盤整備をする前の土地の形で位

置図はなっております。ですのでイメージとしましては、ここの農地に歪な形で食い込

んでいる一部の農地が、○○○○さんの農地という考え方にはなっております。一応金

額につきましてはハウスも土地も込み全てで売買をされているようです。 

 以上です。 

 もう一つ加えますと、このハウスは以前は花を作っておりました。○○さんがです

ね。その中に○○さんの土地が含まれていたということです。それを全部○○○○さん

が全部購入するという形です。わずかですけども。４畝７歩ですか。そしこ食い込んで

いたらしいです。 

 そういうことであれば、この確認写真に写っているビニールハウスとかは元々○○

○○さんのビニールハウスということですね。 

 そういうことです。 

 はい。 

 他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは採決に移ります。 

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 それでは全員賛成ですので、当委員会といたしまして許可をいたします。 

議案第２４号 農地法第５条（知事） 

 続きまして、議案第２４号 農地法第５条（知事）について事務局から説明をお願い

いたします。 

総会資料の 6ページをお願いいたします。 

【議案第２４号 農地法第５条（知事）について詳細に説明】 

(申請番号)07-3（権利）所有権移転（所在）○○○○○○○○○○－○。（登記地目・

現況地目）共に田。面積 364㎡。合計、田 1筆 364㎡です。（譲渡人）熊本県阿蘇郡南

小国町大字○○○○○○○番地。○○○○氏。(譲受人)熊本県阿蘇郡南小国町大字○○

○○○○○番地○。○○○○○○○○○。○○○○氏。（形態）は転用です。（施設）は

○○○○です。（施設面積）364㎡。（申請事由）譲渡人の一般住宅建設のためでござい

ます。 

 農地区分につきましては中山間地域で小集団の生産性の低い農地であることから第

２種農地と判断いたします。また一般基準等も満たしていると思われます。 

 申し訳ございません。地種の所が３になっておりますが第２種農地でございます。 
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訂正をお願いします。 

 参考資料といたしまして、次のページに関係位置図。それから本日お配りしました５

条現地確認写真 6枚目になります。こちらの方をご覧いただきたいと思います。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは地元担当委員であります６番河津委員から説明をお願いします。 

 それでは説明いたします。11 月の下旬にですね私の所にきて今回の申請は推進委員

である○○君が所有している土地でございまして、○○○○○○の前の道路を隔てた

前の所が該当となっております。 

現在○○君がですね○○の○○○○に住居をしておりますけど賃貸借のため、また

子供も大きくなっており、住宅では手狭になったということで、父のほうが所有する土

地をですね無償で譲り渡して新築住宅を計画しているというところでございます。 

このことについてはすでに 5 区画が農業委員会にかけられておりまして、残り最後の

一区画となっておりますので、どうぞ皆様方のご審議の程よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは皆さん方からご質問等がございましたらお願いいたします。 

 ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 （事務局手をあげる。） 

 事務局から補足をお願いします。 

 はい。申し訳ありません。 

 先ほどの農地区分の関係で私が第２種農地と申しましたが、申し訳ありません。県の

方にも確認したいのですが、もしかすると第３種農地、こちらの基準がいろいろござい

ますが、官公庁からの距離とか上下水道の埋設状況とかそういったことで第３種、第２

種の判定が異なります。 

因みに第２種農地であった場合は条件が揃えば転用可能という土地になります。 

第３種農地であると原則許可の土地になるんですよ。基本的に第３種農地は都市部関

係を第３種農地と思っていただけるといいかと思います。 

上下水道管が埋設されているとか電気の管が埋設されている。官公庁･病院から近接

の場所の農地とか、そういった条件が揃えば第３種農地になって転用の申請があれば、

原則許可するという農地になります。逆にこういう中山間地とか第２種農地が多いと

ころになるんですね。ちょっと申し訳ありません。ここは確認だけ後日させていただき

たいと思います。現在の所私としましては第２種の農地と判断している所ですが、その

分だけちょっと確認は後日したいと思います。 

 これについては１月に報告お願いします。 

 はい。 

 他に何か皆さんありませんか。 

 （ありません。の声あり） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありませんということですので、賛成の方の挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。 

全員賛成ですのでこの件につきましては当委員会の意見を附して県知事宛に進達い

たします。 

以上で議案が終了しました。 

これで１２月の農業委員会総会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 
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